
１．件名「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ＪＲＲ－３原子炉施設に係る新規

制基準への適合性確認に関する事業者ヒアリング（１９９）」 

２．日時：令和２年６月１９日（金）１０時００分～１２時１０分 

３．場所： 

 （１）原子力規制庁１０階南会議室 

 （２）日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 

  ※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施 

４．出席者 

 （１）原子力規制庁 

原子力規制部 新基準適合性審査チーム 

戸ヶ崎安全規制調整官、上野管理官補佐、加藤安全審査官、川末安全審査

官、荒川安全審査専門職 

原子力規制企画課 火災対策室 

守谷室長、阿部係長 

原子力規制部 専門検査 

松本主任原子力専門検査官 

 （２）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

研究炉加速器技術部ＪＲＲ－３管理課 担当者 他１１名 

 

５．要旨 

 （１）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）か

ら、令和２年５月２８日付けで申請があった原子力科学研究所の原子炉施設（Ｊ

ＲＲ－３原子炉施設）の変更に係る設計及び工事の計画の認可（以下「設工認」

という。）申請（その１３）に関し、内部火災影響評価、外部事象影響等の申請

概要について、資料Ｒ３－１９９－１及び資料Ｒ３－１９９－２に基づき説明が

あった。 

 （２）上記（１）の説明に対し、原子力規制庁から主に以下の事項について確認を行

い、原子力機構から了解した旨回答があった。 

○ 内部火災影響評価に関し、設工認申請（その１３）の申請範囲を明確にして、

多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保していることを整理して説明す

る必要があること。 

○ 内部火災影響評価に関し、発火源の想定について、防護対象設備自体を発火

源とする考え方を整理して説明する必要があること。 

○ 外部事象影響に関し、航空機の落下により発生する火災及び森林火災の重畳

事象が、評価対象施設の構造健全性に影響を及ぼさないことを説明する必要が

あること。 

 （３）原子力規制庁から、設工認申請の工事の内容に試験炉規則第３条の２の３に基

づく使用前事業者検査の項目を記載する必要があり、詳細を別途提示することを



伝え、原子力機構から了解した旨回答があった。 

 

 （４）原子力規制庁から、ＪＲＲ－３原子炉施設の燃料要素について、設工認申請（そ

の１１）及び設工認申請（その１３）の認可によって新規性基準への適合性が確

認され、これ以外に設工認申請を行う予定がないか確認し、原子力機構より設工

認申請の予定がない旨の回答があった。 

 

６．配付資料 

 （１）原子力機構からの配付資料 

・ 資料Ｒ３－１９９－１ 内部火災影響評価 

・ 資料Ｒ３－１９９－２ ＪＲＲ－３原子炉施設の構造（外部事象影響） 

・ 資料Ｒ３－１９９－３ 制御棒の挿入性に係る説明書（制御棒駆動機構） 

・ 資料Ｒ３－１９９－４ 内部溢水影響評価 

 

 


